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はじめに

　近年，いくつかの研究によって，家庭介護における虐待の実態が明らかにされてきている。このような高齢者虐待という現象に収斂される今日の高齢者介護の問題は，「介護の当事者」たちの人権侵害問題という性格を帯びてきている。今まさに要介護高齢者とその家族の介護要求に応えられる公的介護保障の確立が，緊急な政策課題となってきているのである。そこで本稿では，現在までの介護政策のあり方が，人権侵害問題としての重みと性格を持つ今日の介護問題を解決するものなのかを検討する。そして今，高齢者･国民の誰もが安心して利用できる人権保障としての介護保障制度を確立していくために，取り組むべき課題について考察する。

１　現在の介護政策の問題点

社会保障制度審議会は，21世紀の超高齢社会に対応するために社会保障制度の総合的見直しが必要になったとし，1993年2月に「社会保障将来委員会第1次報告」１）を公表した。その報告は，「社会保障はいまや貧困の予防，救済，最低生活の保障というよりも，広く国民に健やかで安心できる生活を保障することを目的」とするもので，その「対象が給付，負担の両面において国民すべてに広がった今日，社会保障は，みんなのために，みんなでつくり，みんなで支えあっていくものとして二十一世紀に向けての新しい社会連帯の証でなければならない」とし，国民も自らの生活の維持，向上については基本的に第一次的責任があり，自助努力と高齢化に伴う負担増に対する相応の負担をしていかなければならない」と述べ，「若いときから貯蓄や個人年金などの自助努力も欠かせない」と強調している。

　しかし，国民の生活実態は，働きすぎで過労死を生み出すような長時間労働を余儀なくされ，自分の健康管理など困難な状況におかれているうえ，公共的な住宅政策や教育政策が不備なため，「暮らしの基盤（住宅･教育･医療など）にお金がかかりすぎ」，貯金をする余裕はましてない。また，各種の事故に対する対応能力が低く，生活上の小さな出来事でも困窮状態や破綻に追い込まれやすい。まして，老後に備えて十分な蓄えなど大半の国民にとっては不可能なことである。そのような社会構造であるからこそ，国民の生活保障システムとして公共的な生活支援が必要なのであり，この前提を欠いて自助は成立しない。

　さらに，この報告は高齢者や障害者の介護について，「高齢者や障害者に出来るだけ自立する努力」をするように説き，「家族による世話を全面的に公的責任に切り替えるというのではなく，家族による介護を公的に支援」するとし，「家族の相互扶助が基本」と述べている。しかし，核家族化により，すでに家族による介護を期待できる家族実態が欠如していること，高齢者介護は年単位で長期化しており，家族による介護は限界にきていることなどにより，家族に多くを期待できないのは明らかである。在宅ケアは人間が生きていくのに必要なサービスを公的責任で万全に支えて初めて可能となり，家族は高齢者にとって重要な精神的な支援に専念することが出来るのである。

　また，この報告は，「民間の活動」が「福祉や医療の分野に参入することは問題ない」と，社会福祉の市場化を肯定し，「サービスの供給が多様化すれば国民の選択の幅を広げ，国民のニーズにあったサービスが利用可能になる」「積極的に民間サービスを活用していく必要がある」と民間サービスの購入を奨励している。

　しかし，民間サービスを購入しうるのは裕福な一部の国民に限られ，大多数の国民にとっては，公的サービスのミニマム保障が基礎になければ，それ以上選択の余地や自由はないのである。元来，福祉や医療は人間の生存権や自由権という最も基本的で公共性の高い人権保障を担っており，市場化により利潤の対象にされるべきではない。人間の生命･尊厳に関わる介護サービスを市場に開放し営利追求の手段と化することは危険なことであり，「介護の当事者」たちの人権を侵害し生命を脅かすことになりかねない。

　また，1994年9月に社会保障制度審議会･社会保障将来委員会が発表した「第2次報告」２）では，「第1次報告」を前提としながら，社会保障の広い領域にわたって具体的な制度改革構想を試みている。なかでも高齢者介護に関連して，「高齢化と寿命伸長によって高まっている老後の要介護状態への不安を解消するためには，施設の整備や人材の養成確保など介護供給体制の整備を図り，公的な介護保険制度の導入が必要である」と高まる介護への要請に対し，その費用を保険料に依存する公的介護保険制度の導入を提言するなどとした。こうして，貧困や疾病の責任が第1次的に個人にあって，サービスを受けるについては相応の負担を求めるという基本を示すことによって，国家がすべての人々に最低生活を保障しようとする戦後社会福祉に大きな転換を迫るものであった。

　以上より，公的介護保障のあり方として，要介護高齢者やその家族の生活･人権保障を実現する社会福祉を作り出していくという観点で考えるとき，自助自立，家族の相互扶助，民間活力を中心とした現在の介護政策では不十分であると言わざるを得ないのである。

２　高齢者介護問題の解決に向けての課題

政府の目指している厚生行政の方向性は，社会福祉に対する財政責任も含めた国家の責任の放棄，福祉サービスの有料化の推進と利用者負担の強化である。これらの社会福祉への公的保障切り捨ての動向が，今日の社会福祉制度の焦点ともいえる介護政策により端的に示されている。つぎに高齢者やその家族が安心して利用できる介護保障制度を確立していくために取り組むべき課題はなにかを示したい。

労働と生活，家族と地域が大きく変化している現代社会において，新しい生活問題，現代的貧困が拡大･深化してきている。「戦後」から60年たつ今日の「豊かな社会」において，住宅問題，教育問題，労働災害や交通事故による不慮の事故などに結びつく，生活不安の増大という「新たな貧困」が顕在化している。そして，現代の社会生活の特性に規定された生活条件の破壊･悪化は，新たな低所得･貧困層を構造的に生み出し，在宅介護を支える所得，住宅，医療，その他の福祉サービスなど，生活全体をカバーできないものとなっている。

また，介護保険制度導入によって，保険料の問題，利用料1割負担の問題などで，措置制度の下では無料でサービスを受給していた人々が自己負担増になっている。本制度は，低所得者や高齢者ほど負担が重くなる仕組みを持っており，さらに市場化･企業福祉化によって，採算の合わない国民と生活課題が切り捨てられることになる。

このように，国家責任に基づき社会福祉サービスによって解決すべき国民課題を，国家責任を放棄した保険給付方式と市場化で対応すべく，国民生活課題の新たな切り分けが推し進められているのである。

しかし，高齢者と家族の生活課題は総合体として在る。その生活課題には，低所得の問題，健康問題，住民問題といった面があり，しかも，それらが相互に密接な関係にあるわけであるから，家族介護の当事者が抱えている生活の実体や，具体的に存在する生活問題の現実を統一してとらえていくことが重要となる。つまり，生活問題としての介護問題を生み出す社会構造を把握し分析することが，社会的条件や体制を整えることの重要性とその責任の所在を明らかにしていくことにつながるのである。そして，現代の家庭介護の実態や生活問題の現実を社会構造の産物として規定することから，国民の生活問題の分析･把握と高齢者介護問題の特性（現代性）を明らかにすることが求められるのである。

続いての課題は，社会福祉とはなにかという原点に立ち返ること，そしてその視点から高齢者介護問題を明らかにしていくことである。なぜならば，現行の公的介護保障のあり方は，人権侵害としての性格を持つ高齢者介護問題を解決するための公的責任･国家責任を解除したものであり，人権保障制度とは言い難いものであるからである。

戦後日本の社会福祉制度は，憲法13条に規定された「個人の尊重」および同14条の「平等」条項とともに，同25条の「生存権」条項に基礎をおくものである。同条の第1項では，「すべて国民は，健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する」ことが明記され，さらに同2項で，「国は，すべての生活部面について，社会福祉，社会保障及び公衆衛生の向上および増進に努めなければならない」として，すべての国民の生存権保障における国家の義務について明記している。つまり，戦後日本の社会福祉は，憲法25条の規定による国民の生存権と国家責任･公的責任による「生存権保障制度」として位置づけられているのである３）。　

しかし前述のように，憲法25条でいう「国民の生存権保障と国家責任」，戦後の社会福祉の原点ともいうべき理念が切り崩され，社会福祉を，一方は産業化し他方は救貧化へと分断し，総体としては社会福祉を国民の自助･自立あるいは相互扶助というかたちへ再編していくシステムづくりが進められている現在，高齢者介護問題に取り組んでいくにあたっては，社会福祉制度は国民の権利であるという視点を明確にし，社会福祉の権利，すなわち人間が人間らしく生きる権利が，個人の尊厳に裏づけられた基本的人権であること，そして，その保障のために国が社会福祉について基本的な責任を負うべきであるという原則を堅持していくことが重要である。

その意味で，戦後新憲法のもとで国民の基本的権利として築かれてきた，人権としての社会福祉の拠点となる憲法25条の意義について改めて確認し，確固たるものとしていくことが重要課題となる。

おわりに

自助･自立と財政引き締めという国の基本方針に沿って，社会福祉の選別化･保険化が進行している今日，高齢者介護問題も「ニーズの多様化」論が唱えられ，ニーズとサービスの対応という枠組みのなかで，サービス供給のあり方が追求されている。しかし，そこでは生活を平準化してみる見方が基礎にあり，生活構造の変化の諸側面や性格問題の拡大･深化についての分析の視点が失われる。

このような生活問題である介護問題の社会的背景の否定化という，現代の公的介護保障政策が持つ方向性のなかで，高齢者介護保障の社会的責任の所在を明らかにし，真の介護保障確立を目指しての条件と体制を整えていくためには，高齢者介護問題が社会構造に根ざした新しい社会問題であるという視点がますます重要となる。

そして，たとえ要介護状態になっても人間としての尊厳を維持し，豊かな高齢期を保障するという権利保障の観点から，また家族にとっても，家族自身の自己実現，家族形成への権利を保障する意味で，従来型の家族介護中心主義の政策ではなくて，「介護の当事者」の生存･発達権の中身を豊かにしていく社会的支援体制の整備が求められているのである。
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